
業務実績評価等に係る今後の進め方について 
・昨年度末をもって、第１期の中期目標期間が終了したため、今年度の業務実績評価は、「平

成 30年度における業務の実績等に関する評価（年度評価）」と「中期目標の期間におけ

る業務の実績等に関する評価（期間評価）」を行います。 

・法人の実績等の説明は、基本的に「業務実績報告書」の概要版（資料３、５）にて説明し、

特に詳細な説明が必要な部分については、適宜、「業務実績報告書」（資料４、６）等で内

容を説明します。 

・評価委員の皆様には、法人の年度評価の小項目評価及び期間評価の大項目評価について、

ご意見をいただき、それに基づき、市が各項目の評価を決定していきます。 

 

【事務の流れのイメージ】 

 ・評価に説明や意見聴取は、大項目単位で年度評価と期間評価を平行して行います。 

※年度評価大項目１→期間評価大項目１→年度評価大項目２→期間評価大項目２… 

 ・年度評価に係る法人説明は、中項目のグループ単位で行い、当該中項目グループ内の小

項目について一括して評価委員の皆様にご意見を伺います。意見聴取後、次の中項目グ

ループに移り、説明及び意見聴取を繰り返して行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・評価に係る基本方針、実施要領等は参考資料２～４のとおり 

※今回、評価に係る基本方針及び年度評価に係る実施要領を 

ベースに新たに「期間評価」に係る実施要領を作成しました。 

 

①「年度評価」の中項目の
グループごとに各小項目
の法人の実績及び自己評
価を説明 

②法人の「年度評価」の
自己評価に対して意見
を述べる 

参考資料１ 
法人 市 評価委員会 

⑦市が上記結果を踏
まえ、年度評価及び
期間評価の各項目に
ついて評価基準によ
り決定し、その後、全
体評価を作成 

③次の中項目グループへ移り、順次法人が説明・評価委員意見聴取 

④当該大項目内の全ての小項
目の意見聴取終了後、「期間評
価」の大項目について法人の
実績及び自己評価を説明 

⑥当該大項目の年度評価及び期間評価の意見聴取終了後、次の大項目に移
り、上記評価手順を繰り返して実施 

⑤法人の「期間評価」の
自己評価に対して意見
を述べる 
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〇今後の日程について 

・評価に係る評価委員会の意見の聴取は、概ね次のような日程で実施する予定です。 

  【第１回】 年度評価（大項目１）に係る法人説明、評価委員意見聴取 

        → 期間評価（大項目１）に係る法人説明、評価委員意見聴取 

  【第２回】 年度評価（大項目２～４）に係る法人説明、評価委員意見聴取 

        → 期間評価（大項目２～４）に係る法人説明、評価委員意見聴取 

  【第３回】 年度評価・期間評価に係る市評価案提示 

評価委員会意見取りまとめ、意見書素案作成 

  【第４回】 評価委員会意見書決定 

 


